
※対象要件の確認は、必ず同日中に行ってください。

藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。
補助を受ける場合は申請が必要となりますので、要件等を確認のうえ、手続きをしてください。
（※「市税の滞納がある場合」 や 「市外転出した場合」 など、 対象外となることがございます。）

　藤沢市中小企業融資制度は、市内中小企業の振興と経営の安定を図るための制度です。
　融資を利用する際は、市による対象要件確認後に金融機関へ申込み、金融機関と神奈川県
信用保証協会の審査を受けてから実行されます。

補 助 制 度 の ご 案 内

相 談 窓 口 の ご 案 内
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融 資 利 用 ま で の 流 れ

『融資受付窓口』のご案内

（公財）湘南産業振興財団　融資担当
【受付時間】  ９：００～１６：３０（12時～13時除く、土日祝･年末年始除く）
〒251-0052　藤沢市藤沢607番地の1  藤沢商工会館2階
電話（0466）21－3811  ＦＡＸ（0466）24－4500
ホームページアドレス　http://ssc.cityfujisawa.ne.jp/yushi/

平成29年度

・申請書は、融資申込み時に融資受付窓口でお渡しし

ます。（創業支援融資利用者には郵送で通知します）

・融資実行後、金融機関へ申請書を提出してください。

※対象補助額を四半期ごとにとりまとめて交付し

ます。

・中小企業支援資金
・景気対策特別資金
・小規模企業緊急資金
・雇用安定対策特別資金
・創業支援融資（神奈川県制度融資）

信用保証料補助制度１

利 子 補 給 制 度2

（平成29年4月1日作成）



平成２9年度　藤沢市中小企業融資制度一覧

　【利用資格要件】及び【（資金ごとの）追加利用資格要件】をすべて満たしていることを確認していただき、
必要書類等をお揃えのうえ、『藤沢市役所 納税課』及び『融資受付窓口（(公財)湘南産業振興財団）』にて、
対象要件の確認を受けてください。
　なお、確認依頼書の作成後、融資受付窓口への申込み前に、『藤沢市役所　納税課』にて納税確認を受け
ると手続きがスムーズに行えます。（ ※ 対象要件の確認は、必ず同日中に行ってください。）

《 藤沢市中小企業融資制度のお申込みにあたって 》

事業協同組合育成資金


